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序章 はじめに 
 

１ 検討の経緯 

本市の市政執行の中核を担う本庁舎は、市民のシンボルとして永く市民に親しま

れるものとして、当時では最新の技術と技量を駆使し昭和 43 年に建築されました。

その後、時代の行政需要に対応するため度々増改築を行うとともに、分庁舎の増設

を行いながら現在に至っています。 
本庁舎は、建設から約 50 年が経過し、老朽化の進行とともに維持補修経費が年々

増えています。また、庁舎の増改築や増設により５つの庁舎に窓口が分散している

ことや、バリアフリー対策が不十分であるために市民サービスの低下を招いている

こと、さらに執務スペースが狭あいなため多様化する市民ニーズに対応できていな

いことなど、本市の庁舎は様々な問題を抱えています。 
このような問題の解消に向けては、市民サービスの向上を図るとともに、東日本

大震災の経験から防災拠点としての機能強化など、新たな行政需要にも対応した効

率的・効果的な庁舎機能が求められますが、既存庁舎の改修では物理的に対応しき

れないため、平成 28 年度に庁内職員による新庁舎建設庁内課題検討委員会を設置し、

現庁舎が抱える課題の洗い出しや新庁舎に求められる機能等について検討を行って

きました。 
平成 29 年度には、副市長を委員長とし、関係部長により構成する新庁舎建設庁内

検討委員会を設置し、行政内部により南相馬市新庁舎建設基本構想を取りまとめま

した。また、平成 30 年度には市民検討委員会を設置して計画検討を行うとともに、

市民アンケート調査等を実施して、市民意見を反映した南相馬市新庁舎建設基本計

画を取りまとめるところです。 
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２ 基本計画の目的・位置づけ 

（１）基本計画の目的 

基本計画は、基本構想を踏まえ、現庁舎の課題、新庁舎の必要性、基本理念、

付加する機能など、基本設計の前提となる基本的な考え方を整理した上で、新庁

舎の配置や建設規模、概算事業費、整備スケジュール等を示すことを目的としま

す。 
なお、基本計画の策定に当たっては、庁舎建設に関する市民アンケートを実施

するとともに、市民を中心とした検討会を設置し、より市民ニーズを反映した具

体的な機能等について協議を進めていきます。 

 

（２）基本計画の位置づけ 

基本計画の位置づけは以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・現庁舎の現状と課題の整理 

・新庁舎の目指すべき方向性・基本的な方策 

・必要な機能及び適正な規模、建設候補地の検討 

新庁舎建設 

基本構想 

・基本設計の前提となる基本的な考え方の整理 

・新庁舎の配置や建設規模、概算事業費、整備ス

ケジュール等の検討 

新庁舎建設 

基本計画 

・事業者（設計者・施工者）の選定 

・基本計画の基本的考え方を踏まえた設計 
新庁舎建設 

基本設計・実施設計 

・設計に基づく工事 
新庁舎建設 

建設工事 
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第１章 新庁舎建設の必要性 
 

１ 現庁舎の現状・課題 

現在の本庁舎は、鉄筋コンクリート造地上４階・地下１階建てで昭和 43 年に建

設されましたが、その後の行政需要の拡大に伴う職員数の増加等により、段階的

に西庁舎、東庁舎と建設を進め、今では５つの庁舎による分散型配置（下表）と

なっています。 

 
＜現庁舎の概要＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

名　　称 構　　造 建築年度 耐用年数 主な配置部 備　　考

地階 809.25

１階 1,033.16

２階 977.62

３階 779.76

４階 813.21

塔屋 0.77

計 4,413.77

１階 253.76

２階 249.01

３階 249.01

計 751.78

１階 547.45

２階 502.11

計 1,049.56

１階 485.31

２階 484.46

計 969.77

平屋 533.46 昭和５４年度 ５０年
建設部

（上下水道）
一部コンクリートブロック造
現状：雨漏り

計 533.46

7,718.34

南分庁舎
鉄筋

コンクリート造

合　　　　計

現状：内壁下側腐食など

北庁舎 軽量鉄骨造
平成２６年度 ３０年

経済部
農業委員会

※復旧復興のための人員増に
伴い会議室で執務を行っていた
ことから、環境改善のため仮設
庁舎として整備

東庁舎 鉄骨造
平成９年度 ３８年

健康福祉部
監査委員

総務部
市民生活部
建設部
会計・議会

選挙管理委員会
教育委員会事務局

現状：雨漏り・配管腐食など

西庁舎
鉄筋

コンクリート造

昭和５２年度 ５０年 復興企画部 現状：タイル剥離・配管水漏れ

延床面積（㎡）

本庁舎
鉄筋

コンクリート造

昭和４３年度 ５０年
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＜本庁５庁舎の位置図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、現庁舎は老朽化の進行に加え、建設当時には想定していなかったＩＴ1化

やバリアフリー2化への対応など、多様化するニーズに対応できない状況にありま

す。 
このことから、市民アンケート結果等をとおして現庁舎の現状を把握し、次の

とおり課題を整理します。 
 
 
 

  

                                            
1 ＩＴ：コンピューターの機能やデータ通信に関する技術のこと 
2 バリアフリー：障がい者や高齢者、子供が生活するうえでの障壁を取り除くこと 
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（１）分散配置による市民サービスの低下 

分散配置により窓口が分かれているため、

市民はそれぞれの庁舎に足を運ばないと用

件を済ますことができず、市民の利便性と

行政効率の低下を招いています。また、行

きたい部署がどこにあるか分かりにくいこ

とについても、市民は不満を感じています。 
駐車スペースが不十分なことについては、

市民の不満が最も大きく、繁忙期には来庁

者に対し不便をきたしています。 

 
【課題】 

●窓口を集約することによる市民の利便性の向上 

●行政事務の効率化 

●十分な駐車スペースの確保 

 

（２）老朽化による機能性・経済性の低下 

建物本体は、老朽化の進行により随所に

剥離、雨漏りが見られるとともに、給排水

設備や空調設備においても、老朽化が著し

く、頻繁に補修しなければならない状況に

なっています。また、ＯＡ機器や電話、電

源の配線により、床にモールが張り巡らさ

れているため、段差が生じ通行等に支障を

きたしている状況となっています。 

 
【課題】 

●施設設備の維持補修費の縮減 

●ＩＴ化の発展に対応できる柔軟な設備設置のための環境整備 

●パソコンや電話、電源等の配線による段差解消による移動安全性の確

保 

 

  

本庁舎・西庁舎・駐車場の状況 

雨漏れ時の天井 
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（３）災害時の拠点としての機能不足と耐震性への不安 

本庁舎は地震や水害等の災害発生時の災害対策拠点としての重要な役割があり、

市民からも当該機能が重要視されていますが、情報集約に配慮した災害対策本部

室など、求められる機能が不足しているため、その役割を十分に果たすことが難

しい状況となっています。特に非常用電源は、太陽光パネルによる蓄電のみにと

どまり、利用できる範囲が限定されている

ため、全庁的な電源確保が難しい状況です。 
なお、本庁舎は平成 20～21 年度に耐震工

事を行ったものの、改修後使用に耐えられ

る年数は一般的に20年程度であることから、

既に 10 年が経過しているとともに、東日本

大震災の影響による耐震性の低下が憂慮さ

れている状況です。 

 

【課題】 

●非常時であっても、一定時間対応できる電力の確保 

●非常時に会議を開催できるスペースの確保 

●市民の生命と財産を守る防災拠点としての庁舎の耐震性の確保 

 

（４）バリアフリー・ユニバーサルデザイン3へ の 対 応 が 不 十 分 

現庁舎には構造上解消できない段差があ

るなど、バリアフリー対策が不十分であり、

市民も通路やトイレのバリアフリーへの対

応について不満を感じています。 
また、建物の構造上、ユニバーサルデザ

インに柔軟に対応できない部分があるとと

もに、親しみのある意匠やしつらえが不足

しています。 

 
【課題】 

●高齢者や障がい者にもやさしい段差解消等のバリアフリーの対応 

●誰もが親しみを持ち利用しやすい庁舎、わかりやすいピクトサイン4な

どユニバーサルデザインへの対応 

  
                                            
3 ユニバーサルデザイン：誰にとっても利用しやすい建物、空間デザインの考え方、バリアフリーの進化形のこと 
4 ピクトサイン：何らかの情報や注意を示す ために表示される視覚記号（マーク）のこと 

本庁舎のクラックの状況 

バリアフリー対策が困難な箇所 
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（５）狭あいなスペースによる不安 

建物が狭あいなため窓口でのプライバシーへの配慮、待合所や執務室、相談室

等のスペースを確保することが困難な状況となっています。 
また、本市の拠点施設として、３区の市民が集い、交流できるスペースも不足

しています。 
執務スペースには耐震用ブレースが設置されているため、柔軟な机の配置の妨

げとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【課題】 

●窓口対応時等のプライバシーへの配慮及び個人情報の保護への対応 

●待合室、執務室、書庫、市民交流の場等のスペースの確保 

●柔軟性のある机の配置の実現 

 

（６）庁舎内のセキュリティ機能への不安 

庁舎内には、市民生活に関わる多くの機

能や重要な情報が蓄積されているため、こ

れらを守る必要がありますが、建物の構造

上対応できない状況です。 

 
 
 
 
 
【課題】 

●執務室の確実な施錠等によるセキュリティの確保 

●出入口の統一や防犯カメラの設置等による安全対策の充実 

 
  

狭あいな通路兼相談窓口 

１階窓口広場及び受付窓口の状況 

狭あいな執務室 
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２ 現庁舎の利用状況 

現在の本庁舎等の利用状況について、市民アンケート結果により示します。な

お、市民アンケートの調査概要は以下のとおりとなります。 

 

発送日 平成 30 年 6 月 25 日 回収期限 平成 30 年 7 月 9 日 

対象者 18歳以上の市民8,000人
（無作為抽出） 方法 郵送による配布・回収 

有効回答数 2,852 通 回収率 35.7% 

 

（１）来庁の目的 

来庁の目的は、「戸籍、住民票、印鑑証明書等に関すること」が約 79％で最も

多く、次いで「税金に関すること」が約 26％、「年金や保険に関すること」が約

21％となっています。 
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（２）来庁の交通手段 

来庁の交通手段は、「自家用車（送迎含む）」

が約 91％で最も多く、次いで「自転車」が

約 3％、「徒歩」が約 3％となっています。 

 
 
 

（３）来庁の滞在時間 

来庁の滞在時間は、「１０～３０分未満」

が約 63％で最も多く、次いで「３０分～１

時間未満」が約 18％、「１０分未満」が約 14％
となっています。 

 
 

（４）庁舎への不満 

庁舎への不満は、「駐車場が狭い（足りない）こと」が約 83％で最も多く、次

いで「行きたい部署が何処にあるか分かりにくいこと」が約 59％、「本庁舎等が

分かれており窓口が分散していること」が約 50％となっています。 
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３ 新庁舎建設の必要性 

現庁舎は、建設から相当の年数が経過したことにより、庁舎機能の根幹に関わ

る多くの課題を抱えながらも、事務改善による業務の効率化や設備補修等を度々

行い、市民サービスが低下しないよう対応に努めてきたところです。 
しかしながら、前述のとおり庁舎が分散されていることに伴い、市民にとって

利便性が低下しているとともに、老朽化した庁舎では限られた範囲での応急措置

的な対応にとどまり、物理的にも機能的にも根本的には解決に至らず、災害時の

拠点となるべき庁舎が安全・安心な建物とは呼べない状況です。 
このようなことから、特に以下についての対応が求められています。 

・市民の利便性を向上させるための環境整備 

・安心して庁舎を利用できる環境整備 
・非常時における災害対策拠点としての機能強化のための環境整備 

さらに、市民のニーズ・時代のニーズに即し、適切な市民への対応、行政効率

の向上を図るためにも、安全・安心で誰もが利用しやすい新たな庁舎の整備が必

要です。 
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第２章 新庁舎建設の基本理念 
 

１ 上位・関連計画 

新庁舎建設にあたっては、上位・関連計画の趣旨を踏まえて検討を行うととも

に、これら計画との整合を図っていくものとします。 

 

（１）新市建設計画（平成 28 年 3 月改訂） 

①計画の趣旨 
南相馬市新市建設計画は、小高町、鹿島町、原町市の３市町からなる新市のま

ちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的とし、本計画の実現に努める

ことにより３市町の地域の特性をいかし、速やかな一体化を促進し、住民福祉の

向上と新市全体の均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくりを目指すものです。 

 
②新市・合併の基本理念 
新市建設計画を策定するにあたって、３市町の新市・合併の基本理念を次のと

おり設定し、これを全体の基調として定めることとしました。 

 
＜新市・合併の基本理念＞ 

➊合併後もそれぞれの地域の主体性を尊重する地域分権・分散型の合併をめざし

ます。 

  地域のことは地域で検討し決定する権限や予算枠等を各地域で持つ地域分権制度・

体制の確立を図り、それぞれの地域の主体性を尊重するまちづくりを進めます。 

 

➋地域の特性を残す、生かす、伸ばす合併をめざします。 

  各地域の自然条件や独自の歴史的経緯等から形成されてきた農業・福祉など特色あ

る施策や地域の伝統行事・祭り、コミュニティ活動は大切に引き継ぎ、地域の良さを

一層伸ばすよう努めます。 

 

➌地域が互いに補完しあい、貢献しあう地域間ネットワーク型の合併をめざしま

す。 

  農村地域と漁村地域と市街地地域、高齢者と地域住民など、関係する地域・人・団

体等が連携ネットワーク化を図り、互いに助け合い、支え合うまちづくりを目指しま

す。 
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③本庁舎・区役所庁舎施設の再配置整備の推進 
現庁舎の活用等による新市の本庁舎・区役所庁舎の再配置整備を図るとともに、

計画的に整備・改修・設備更新等を進めます。 

 
＜主要事業の内容＞ 

○新市の本庁・区役所の再配置整備事業の推進 

○小高区役所庁舎建設事業の推進（消防分署と併設） 

○既存区役所庁舎の耐震改修整備事業の推進 

○本庁舎建設事業の推進 

 
 

（２）復興総合計画（平成 27 年 3 月策定） 

①10 年後（平成 36 年度）の将来像 

 
 
 
 
 
 
 

②将来像の趣旨 
若者が増え、地域産業を再生するとともに子どもたちの笑顔によってまちの「か

がやき」を取り戻し、放射線被ばくへの不安を払拭し、医療・介護資源の確保を

図ることなどにより、自然や人とのふれあいの中で「やすらぎ」が感じられ、地

域コミュニティの再生・再構築を図りながら市民自治を醸成し、市民との協働に

より「みんなでつくる」南相馬を目指すものです。 
また、復興施策を着実に進めることで、平成 27 年度から平成 36 年度までの 10

年間で本市の更なる発展への基礎をつくり、全ての市民が幸せを実感できるまち

を目指します。 

 
 

（３）公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月策定） 

①計画策定の目的 
公共施設等総合管理計画は、本市の公共施設等の全体の状況を把握し、全市的・

長期的な視点を持って、公の施設等の見直し・配置の最適化と効率的な施設の保

全管理を進めることで、財政負担の軽減と平準化をはかり、持続可能な南相馬市

の実現を目的としています。 
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②公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
公共施設等の管理に関する基本的な考え方として示されている基本方針は以下

のとおりです。 
 

＜基本方針＞ 

○施設保有量の最適化 

○予防保全的管理による長寿命化 

○市民ニーズに対応した施設の活用 

○民間活力を生かした取組の推進 

○次世代負担を見据えた施設マネジメントの推進 

 
③庁舎等の管理に関する基本的な考え方 
市役所庁舎は更新の予定はあるものの、市民サービス・防災拠点としての重要

な役割を持つことから、安全対策を考慮しながら、必要な修繕については実施し

ていくものとします。小高区役所・鹿島区役所については、本庁舎の更新と併せ、

機能の移管等についても検討を行います。 

 
 

２ 基本理念 

本庁舎建設事業の推進が新市建設計画に位置づけられていることから、新庁舎

を新市建設における拠点施設とするとともに、長期的な視点を持って、これから

の持続可能な公共施設のあり方を体現する施設とします。 
また庁舎は、多くの市民が利用する施設であることから、使いやすく親しみを

持てる新庁舎であるとともに、効率的な行政サービスを提供するものとし、市民

の安全・安心な暮らしを支える機能を備え、市民が誇りを持てる施設とします。 
以上の内容を踏まえ、現庁舎の現状・課題に対応して、基本理念を次のとおり

定めます。 
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（２）老朽化による機能性・経済性の低下 

●施設設備の維持補修費の縮減 

●ＩＴ化の発展に対応できる柔軟な設備設置

のための環境整備 

●パソコンや電話、電源等の配線による段差

解消による移動安全性の確保 

（５）狭あいなスペースによる不安 

●窓口対応時等のプライバシーへの配慮及び

個人情報の保護への対応 

●待合室、執務室、書庫、市民交流の場等の

スペースの確保 

●柔軟性のある机の配置の実現 

基本理念 

（１）分散配置による市民サービスの低下 

●窓口を集約することによる市民の利便性の

向上 

●行政事務の効率化 

●十分な駐車スペースの確保 

２ 行政事務の機

能性・効率性

の良い庁舎 

１ 市民が利用し

やすい庁舎 

現庁舎の現状・課題 

３ 災害対応の拠

点施設となる

安全な庁舎 

（３）災害時の拠点としての機能不足と耐震性へ

の不安 

●非常時であっても、一定時間対応できる電

力の確保 

●非常時に会議を開催できるスペースの確保 

●市民の生命と財産を守る防災拠点としての

庁舎の耐震性の確保 

（４）バリアフリー・ユニバーサルデザインへの

対応が不十分 

●高齢者や障がい者にもやさしい段差解消等

のバリアフリーの対応 

●誰もが親しみを持ち利用しやすい庁舎、わ

かりやすいピクトサインなどユニバーサ

ルデザインへの対応 

４ 環境にやさし

く経済性を考

慮した庁舎 

（６）庁舎内のセキュリティ機能への不安 

●執務室の確実な施錠等によるセキュリティ

の確保 

●出入口の統一や防犯カメラの設置等による

安全対策の充実 
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３ 基本方針 

４つの基本理念を実現させるため、基本方針を次のとおり定めて、新庁舎の建

設を目指します。 
 

１ 市民が利用しやすい庁舎 

＜基本方針＞ 

◆将来にわたりより良い行政サービスを提供できる庁舎 

◆市民が気軽に利用できる庁舎 

◆ユニバーサルデザインを導入した庁舎 

 

２ 行政事務の機能性・効率性の良い庁舎 

＜基本方針＞ 

◆プライバシーに配慮した庁舎 

◆組織改革に柔軟に対応できる庁舎 

◆セキュリティ機能を充実させた庁舎 

 

３ 災害対応の拠点施設となる安全な庁舎 

＜基本方針＞ 

◆耐震性を備えた安心できる庁舎 

◆行政機能が維持できるライフライン5が充実した庁舎 

◆地震・水害等の災害対応の中枢機能を備えた庁舎 

 

４ 環境にやさしく経済性を考慮した庁舎 

＜基本方針＞ 

◆自然エネルギーを活用した環境にやさしい庁舎 

◆ライフサイクルコスト6を抑えた経済的な庁舎 

◆周辺環境と調和のとれた庁舎 
  

                                            
5 ライフライン：生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信等の施設のこと 
6 ライフサイクルコスト：建物の企画・設計から建設、維持管理・解体・廃棄に至るまでに要する全費用のこと 
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４ 導入機能・施設の基本的な考え方 

新庁舎建設に向けて、それぞれの基本方針を実現するため、市民ニーズ等を踏

まえて、必要な導入機能・施設の基本的な考え方について次のように定めます。 

 

１ 市民が利用しやすい庁舎 

 

 

 

 

＜導入機能・施設の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行政事務の機能性・効率性の良い庁舎 

 

 

 

 

＜導入機能・施設の基本的な考え方＞ 

 

 

 

・7 

 

 

 

 

                                            
7 ＩＣＴ：IT 技術を通し人同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが生まれる応用技術のこと 

◆プライバシーに配慮した庁舎 

◆組織改革に柔軟に対応できる庁舎 

◆セキュリティ機能を充実させた庁舎 

◆将来にわたりより良い行政サービスを提供できる庁舎 

◆市民が気軽に利用できる庁舎 

◆ユニバーサルデザインを導入した庁舎 

・自動車や公共交通によりアクセスしやすい施設整備 

・ゆとりある駐車場の整備 

・市民サービス窓口機能の集約 

・わかりやすく利用しやすい窓口や案内板の設置 

・市民にとって利便性の高い設備の導入 

・高齢者・障がい者に配慮したバリアフリーの整備 

・充実した情報の受発信ができる環境整備 

・開かれた議会運営に必要な機能の整備 

・市民が憩え、交流・協働の場となる空間の確保 

・プライバシーを考慮した相談室等の整備 

・機能的で効率の良い執務スペースの確保 

・利用しやすい会議室の整備 

・作業室、書庫、倉庫、更衣室等スペースの十分な確保 

・強固なセキュリティ機能（防犯カメラ等）の設置 

・ＩＣＴ7機能が有効活用できる執務スペースの確保 
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３ 災害対応の拠点施設となる安全な庁舎 

 

 

 

 
＜導入機能・施設の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 環境にやさしく経済性を考慮した庁舎 

 

 

 

 

＜導入機能・施設の基本的な考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆自然エネルギーを活用した環境にやさしい庁舎 

◆ライフサイクルコストを抑えた経済的な庁舎 

◆周辺環境と調和のとれた庁舎 

◆耐震性を備えた安心できる庁舎 

◆行政機能が維持できるライフラインが充実した庁舎 

◆災害対応の中枢機能を備えた庁舎 

・災害時の拠点として機能が維持できる安全性の確保 

・東日本大震災と同程度の震度に耐えられる耐震性の強化 

・災害対応時の活動に必要なスペースの確保 

・ライフラインのバックアップ機能の強化 

・災害対策対応時の機器・設備の設置 

・災害対策本部機能を備えた会議室の確保 

・災害対応時の健康維持に配慮した機能の整備 

 

・低消費で長寿命の省エネ機器の導入 

・維持管理しやすい機器の導入 

・熱効率が良いなどライフサイクルコストの低い施設整備 

・自然エネルギーの積極的な活用 

・周辺環境と調和したデザインの採用 

・敷地内の緑地の整備 
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第３章 新庁舎建設場所 
 

１ 基本的条件 

新庁舎の建設場所は、新庁舎のあり方において重要な要素となることから、現

庁舎の現状・課題に対応して設定した、「新庁舎建設の基本理念」に基づく場所と

します。また以下のとおり、新庁舎建設場所の基本的条件となる項目について整

理します。 

 

（１）地方自治法 

庁舎の位置を定めるにあたり、地方自治法第４条では以下のとおり規定されて

います。 

第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするとき

は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当たっては、住民の利用に最も便

利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わな

ければならない。 

３ 第１項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会にお

いて出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 

 

（２）上位計画 

新庁舎建設場所に関係する上位計画として、国土利用計画及び都市計画マスタ

ープランでは以下のような方針が示されています。 

 
①南相馬市国土利用計画（第２次） 

策定年次 平成 27 年 11 月 

計画目標年次 平成 36 年 

土地利用の基本方針 ○土地需要の量的調整 

都市的土地利用については、コンパクトシティの考えのも

と郊外への無秩序な市街地拡大と拡散の抑制とあわせて、土

地の有効利用・高度利用を一層推進し、良好な市街地の形成

と再生を図ります。 
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②南相馬市都市計画マスタープラン 

策定年次 平成 30 年 3 月 

計画目標年次 平成 47 年度 

都市づくりの理念 住みなれたまちや産業を復興し、安全・安心で持続可能な

都市づくり 

将来都市構造 本市の将来都市構造では、原町区市街地を中心に、鹿島区

及び小高区の市街地を連絡する交通基盤の充実を図ります。

また、各区の市街地において歩いて暮らせる環境を形成する

とともに、市街地の周辺に点在する集落を結ぶ公共交通を確

保し、生活利便性の向上を図ります。 

生活関連施設の方針 都市全体の居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立

地や、行政・住民・民間が協働しながら、公共交通と連携し

たコンパクトなまちづくりを推進します。 

○公共施設の利便性の向上に関する方針 

医療・福祉・商業等の様々な都市機能を集約し、歩いて利

用できるコンパクトなまちづくりを進め、公共施設の利便性

の高い効率的な土地利用の誘導に取り組みます。 

 

（３）庁舎建設に関する市民アンケート結果 

庁舎建設に関する市民アンケートにおいて、建設場所に関する市民意向は以下

のとおりとなっています。 

 
①新たに庁舎を建て替える場合の建設場所 
新たに庁舎を建て替える場合の建設場所については、「財政負担とならない建設

が可能な市有地を活用した場所」が約 50％で最も多く、次いで「現在の本庁舎・

近辺を含めた場所」が約 27％、「新たな別の場所」が約 15％となっています。 
市有地に関する建設場所として、現位置又は財政負担とならない建設が可能な

市有地の活用は約 77％となっています。 
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②新たに庁舎を建て替える「建設場所」として望むこと 
新たに庁舎を建て替える「建設場所」として望むことについての１位、２位、

３位の合計件数は、「自動車等の利用がしやすい場所」が 1,840 件で最も多く、次

いで「将来の変化に対応できる敷地を確保できる場所」が 1,291 件、「公共交通の

利用がしやすい場所」が 1,272 件となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新たに庁舎を建て替える「建設場所」として望むことについての優先度を得点

化した結果を見ると、「自動車等の利用がしやすい場所」が 6,456 点でも最も高く、

次いで「公共交通の利用がしやすい場所」が 3,682 点、「将来の変化に対応できる

敷地を確保できる場所」が 3,299 点となっています。 
自動車や公共交通の利用しやすい交通利便性の高い場所が優先的に望まれてい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※優先順位を１位＝５点、２位＝３点、３位＝１点と得点化した場合 

6,456 

3,682 

3,299 

2,861 
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周辺に公共・公益施設がある場所

地理的に市の中心地に近い場所

現庁舎からあまり離れない場所

建替時に仮設庁舎を必要としない場所

その他
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公共交通の利用がしやすい場所

自動車等の利用がしやすい場所
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建替時に仮設庁舎を必要としない場所

将来の変化に対応できる敷地を確保できる場所
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③新庁舎のあるべき姿として特に重視すること 
新庁舎において特に重視する点は、「災害時に市民の救援を確実に行える防災拠

点であること」が約 58％で最も多く、次いで「誰もが利用しやすい高い利便性を

備えた庁舎であること」が約 54％、「維持管理コストを抑制し、経済性に優れた

庁舎であること」が約 37％となっています。 
新庁舎のあるべき姿として、災害時に市民の救援を確実に行える防災拠点であ

ることが最も多く望まれています。 
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２ 基本的な考え方 

（１）建設場所選定の流れ 

新庁舎の建設場所については、候補地区に対して「新庁舎建設場所の基本的な

考え方に基づく評価」及び事業性を高める観点からの「事業性評価」の２段階に

よる総合評価を実施して、決定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜STEP1＞ 新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づく評価 

基本的な考え方 評価指標 

①本市の中心的な位置であること ■人口重心との近接性 

②交通利便性の高い位置であること ■国県道の幹線道路との近接性 

■公共交通との近接性 

③コンパクトシティの形成に資すること ■公共公益機能との近接性 

■歩行者・自転車のアクセス性 

④防災上の安全な位置であること ■水害に対する安全性 

■土砂災害に対する安全性 

 

新庁舎建設場所の候補地区（民有地を含む） 

新庁舎建設場所の候補地区：数地区 

【新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づき検討】 

＜STEP2＞ 事業性評価 

評価の視点 評価項目 

①経済性 ■概算事業費 

■付随する工事 

■引越作業回数 

②実現性 ■行政機能の維持 

■法令制限（用途地域との整合性） 

■不確定要素（代替地の確保等） 

③敷地利用性 ■建物配置の容易性 

■駐車場の確保 

■日影の影響 

④まちづくり方針

への適合性 

■上位・関連計画との整合性 

■自動車交通状況 

 

※事業性を高める観

点から、候補地区

周辺の民有地を含

めたケースも想定

して検討 
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（２）新庁舎建設場所の基本的な考え方 

新庁舎建設の基本理念や基本的条件を踏まえて、建設場所の基本的な考え方を

以下のとおりとし、それらを受けた評価指標をそれぞれの設定方針の下で設定し

ます。なお、評価指標については、新庁舎建設による都市経営上の負担を少なく

するため、既存ストックの活用を前提とした指標として設定します。 

 
①本市の中心的な位置であること 
地方自治法を踏まえて、新庁舎は市内全域の市民が利用しやすく便利であるよ

うに、市全体の人口分布状況を踏まえて、本市の中心的な位置とします。 

 
＜評価指標＞ 

人口重心との近接性 本市の人口重心8による圏域に含まれること 

＜設定方針＞ 

●市全体の人口分布状況から中心的な位置となるように、市内の全人口の居住地からの距

離のバランスが保てる位置とする 

⇒市全体の人口分布のバランスが取れる地点に近接する場所を評価するため、人口重心の圏

域を指標として設定 

●H27 年は震災後（小高区の人口集積なし）の人口分布に基づく人口重心となっており、

震災復興後の人口重心は帰還人口の状況から、震災前の H22 年の人口重心との概ね中間

と想定する 

⇒将来の人口重心を補完するため、H27 年・H22 年の両年の人口重心の圏域を指標として

設定 

 
②交通利便性の高い位置であること 
市民アンケート結果において建設場所として望まれている項目のうち、優先度

が高いことから、新庁舎は自動車や公共交通の利用がしやすい交通利便性の高い

位置とします。 

 
＜評価指標＞ 

国県道の幹線道路との近

接性 

国県道の幹線道路の沿道サービス圏域に含まれ

ること 

＜設定方針＞ 

●来庁者の９割以上が交通手段として自動車を利用しており、市民ニーズを踏まえて、新

庁舎への自動車利用をしやすくする 

⇒自動車利用の利便性が高い、国県道の幹線道路の沿道サービス圏域内の場所を評価するた

め指標を設定 

 

                                            
8 人口重心：人口重心とは、人口の 1 人 1人が同じ重さを持つと仮定して、その地域内の人口が全体として平衡を保つこ

とのできる点 
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＜評価指標＞ 

公共交通との近接性 鉄道駅やバス停からの徒歩圏域に含まれること 

＜設定方針＞ 

●今後の高齢化を見据え、自動車に過度に依存しないで、交通弱者を含めて誰もが公共交

通を利用してアクセスできるようにする 

⇒公共交通の既存ストックを活用して、誰もが新庁舎へアクセスできるように、鉄道駅やバ

ス停の徒歩圏内の場所を評価するため指標を設定 

 
③コンパクトシティの形成に資すること 
国土利用計画や都市計画マスタープランで目指すとおり、人口減少下では交通

弱者を含めて市全体で公共交通を中心とした、歩いて暮らせるコンパクトなまち

づくりを進めることが重要であるため、新庁舎についても都市機能が集積し、徒

歩等によりアクセスしやすい位置とします。 

 
＜評価指標＞ 

公共公益機能との近接性 
広域的に利用される主な公共公益施設からの徒

歩圏域に含まれること 

＜設定方針＞ 

●コンパクトシティの形成を目指し、公共公益機能を集積させて、行政業務の連携・効率

化を図る 

●利用者の利便性向上に向けて、公共公益機能を近接させて、施設間の往来をしやすくす

る 

⇒新庁舎では、広域的に利用される主な公共公益施設と連携した業務や利用がしやすくなる

ように、当該施設の徒歩圏内の場所を評価するため指標を設定 

 
＜評価指標＞ 

歩行者・自転車のアクセス

性 

周辺道路が歩行者や自転車が安全に通行できる

ようになっていること 

＜設定方針＞ 

●将来において持続可能な都市とするため、公共交通と連携して徒歩等により、新庁舎等

が利用できるコンパクトなまちづくりを推進する 

⇒公共交通や都市基盤の既存ストックの活用を背景として、徒歩や自転車によりアクセスし

やすい場所を評価するため指標を設定 
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④防災上の安全な位置であること 
市民アンケート結果等を踏まえ、新庁舎は、市民や職員の安全・安心を確保す

ることが重要であり、災害対応の拠点施設となることから、地震に強い建物とす

るとともに、水害や土砂災害を受けにくい安全な位置とします。 

 
＜評価指標＞ 

水害に対する安全性 想定される水害の区域に含まれないこと 

＜設定方針＞ 

●新庁舎は災害時に市民の救援を行える防災拠点として機能するとともに、当該機能に対

する市民ニーズも高いことから、新庁舎自体の安全性を確保する 

⇒防災上の安全な位置である洪水の浸水想定区域外の場所を評価するため指標を設定 

 
＜評価指標＞ 

土砂災害に対する安全性 想定される土砂災害の区域に含まれないこと 

＜設定方針＞ 

●新庁舎は災害時に市民の救援を行える防災拠点として機能するとともに、当該機能に対

する市民ニーズも高いことから、新庁舎自体の安全性を確保する 

⇒防災上の安全な位置である土砂災害警戒区域外の場所を評価するため指標を設定 
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第４章 新庁舎の規模想定 
 

１ 新庁舎に配置予定の組織等 

新庁舎に配置予定の組織等として、行政組織、関係団体等及び市民開放につい

て整理します。 

 

（１）行政組織の考え方 

現庁舎における課題として、庁舎の分散配置による市民の利便性の低下が挙げ

られます。このことから、新庁舎の建設に当たり、この課題を解決するため、市

民にとって利便性が良いワンストップサービス9を目指し、現在の本庁舎をはじめ

西庁舎、東庁舎、南庁舎及び北庁舎の部署を想定し、次のとおり集約することと

します。 

 
＜新庁舎へ配置予定部署＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※組織名称は、H30.4.1 現在による 

  

                                            
9 ワンストップサービス：ひとつの場所でさまざまなサービスが受けられる環境、場所のこと 

部

総務課 秘書課
財政課 税務課
情報政策課
企画課 危機管理課
環境回復推進課 新エネルギー推進課
被災者支援・定住推進課
市民課 生活環境課
生涯学習課 スポーツ推進課
社会福祉課 長寿福祉課
子育て支援課 健康づくり課
農政課 農林整備課
商工労政課 観光交流課
土木課 都市計画課
建築住宅課 水道課
下水道課

教育総務課 学校教育課
幼児教育課 文化財課

課

教育委員会事務局（4課）

会計課

議会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局

農業委員会事務局

総務部（5課）

復興企画部（5課）

市民生活部（4課）

健康福祉部（4課）

経済部（4課）

建設部（5課）
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（２）関係団体等の考え方 

関係団体等の配置については、行政として必要な団体とし、特に市民の利便性

の向上を図る団体、情報発信に寄与する団体等を配置します。 
さらに、職員の福利厚生や市民も利用できる食堂、売店等の配置を検討します。 

 

（３）市民開放の考え方 

市民アンケートでは新庁舎にあるとよい機能として、市政情報等の発信閲覧ス

ペースや展示スペースがあること、打合せやイベント等に利用できる多目的スペ

ースが望まれています。 
これらに加えて、新庁舎の基本理念で掲げた「市民が利用しやすい庁舎」を目

指すため、市民が憩える空間、協働・交流の場を配置することを検討します。 

 

２ 新庁舎の各フロア構成の考え方 

市民にやさしい庁舎とするため、市民の移動が極力少なく、効率の良いわかり

やすい配置とします。主に、各フロア構成の基本的な考え方は以下のとおりとし

て、配置を検討します。 

 
・低層階には、市民の利便性向上を図るため、各種申請手続き等の市民の利用が

多い窓口や市民スペース等を配置します。 
・中層階には、低層階配置以外で、窓口機能のある部署等を配置するとともに、

セキュリティの確保、災害対策のためのサーバー等の重要設備を配置します。 
・上層階には、災害対策の拠点機能を有する災害対策本部室（庁議室併用）や議

会機能の議場、会議室及び執務室等を配置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

階層 基本的な考え方 備考

上層階

・市長室、副市長室、災害対策本部室（庁議室併用）は、隣接配置
・政策決定に関する調整部署を中心に配置
・議会機能は格式を保ち、市民の利便性やセキュリティの確保を
　考慮し配置

中層階
・低層階配置以外の部署で、窓口機能のある部署を配置
・セキュリティの確保、災害対策のための、サーバー等の重要
　な設備や非常用設備等の配置

低層階
・市民の利便性確保の視点から、窓口機能を中心に市民の利用
　頻度の高い部署を配置
・市民が利用できるオープンフロアなどの配置

・会議室
・相談室
・打合せスペース
・休憩室
・警備員室
・更衣室
・給湯室
・トイレ
・書庫・倉庫
・階段
・エレベーター
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ等）
・機械室

　その他共通事項
　　・市民利用空間と執務空間を区分した配置
　　・各階フロアに合せた会議室や保管スペースの配置
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以上の考え方に基づき、新庁舎へ配置予定の部署は次のとおりとします。 
なお、今後設計を進める中で市民の利便性や職員の事務効率の向上を図るため

変更になる場合があります。 

 
＜新庁舎への配置構成（案）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

上層階

●市長・副市長室・災害対策本部室（庁議室併用）・応接室
【総務部】
・秘書課・総務課・財政課・情報政策課
【復興企画部】
・企画課・危機管理課・環境回復推進課・新エネルギー推進課
【議会関連】
・議場・正副議長室・応接室・委員会室・事務局
【委員会】
・選挙管理委員会・監査委員事務局

中層階

【経済部】
・農政課・農林整備課・商工労政課
【建設部】
・土木課・都市計画課・建築住宅課・水道課・下水道課
【教育委員会】
・教育長室・教育総務課・学校教育課・幼児教育課・文化財課

低層階

【窓口関係】
・税務課・会計課・水道課（料金関係）
【市民生活部】
・市民課・生活環境課・生涯学習課・スポーツ推進課
【健康福祉部】
・社会福祉課・長寿福祉課・子育て支援課・健康づくり課
【利便性向上】
・観光交流課・農業委員会事務局・被災者支援･定住推進課

・会議室
・相談室
・打合せスペース
・休憩室
・警備員室
・更衣室
・給湯室
・トイレ
・書庫・倉庫
・階段
・エレベーター
（ｴｽｶﾚｰﾀｰ等）
・機械室

　その他
　　 ・法務局サービスセンター・職員組合・記者クラブ・食堂・売店・ＡＴＭ
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３ 将来人口及び職員数の想定と庁舎面積 

（１）庁舎規模の算定方法 

庁舎の規模を算定する方法として、以下の方法等がありますが、本市において

は、他自治体が用いている①の総務省による算定に基づいた面積で算定を行いま

す。 

 
①総務省（平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱）による算定（現在は起債制

度の変更により要綱は廃止） 
⇒広く他自治体で庁舎建設の面積算定に用いられている 

②国土交通省（新営一般庁舎面積算定基準）による算定 
⇒主に各省の営繕事務の合理化・効率化のための基準 

 
なお、当該基準に含まれていない機能（防災、福利厚生及び市民サービス関連

機能等）の面積については加算します。 

 
＜各機能等の算定方法＞ 

（１）事務室 

   換算職員数（職員数×換算率）×4.5 ㎡ 
（２）倉庫 
   （１）事務室面積×13％ 
（３）会議室等 
   職員数×7.0 ㎡ 
（４）玄関等（共用部） 
   （１）事務室・（２）倉庫・（３）会議室等の合計×40％ 
（５）車庫等 
   本庁にて直接使用する公用車数×25 ㎡ 
（６）議会関係 
   議員定数×35 ㎡ 

 
以下については、算定基準に含まれない、加算する面積 
（７）防災関連機能 
   防災拠点として活用する面積 
（８）利便性向上機能 
   売店・ＡＴＭなど利便性を求めた面積 
（９）市民活動機能 
   市民活動として活用する面積 
（10）その他 
   新庁舎へ配置する他団体等の面積  
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（２）人口推計 

南相馬市の将来人口は、全国と同様に少子高齢化、人口減少の傾向で著しく減

少していく見通しです。 
平成 28 年 2 月に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の総人口の推

計では、今後の人口減少対策を何も講じないと平成 52 年には 38,024 人と大きく

減少するとされていますが、同戦略では「目指すべき将来の方向」として政策的

に人口減少の対策を打ち出しており、その対策を実施することで平成 52 年には、

45,550 人と推計しています。 

 
＜将来総人口推計＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：南相馬市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

（３）職員数の想定 

①職員数の考え方 
新庁舎の規模を想定するためには、事務室、倉庫、会議室等の執務室が主とな

るため、執務室に配置される職員数の想定が必要となります。 
現在、本市においては東日本大震災の影響による復興事業の業務量が膨大であ

り、他自治体からの派遣を頂きながら事業を行っていることに加え、復興事業任

期付職員も採用して事業を行っています。 
しかしながら、平成 37 年度末の庁舎完成時には、復興事業が終了するものと考

えられることから、派遣職員及び任期付職員を総数より除いた職員数により算定

することとします。 
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②職員数の想定方法 
上記のとおり、職員数は現組織で区役所機能を維持した場合の平成 37 年度末

（将来総人口推計：54,814 人）の職員数で想定します。 

 
＜現組織で区役所機能を維持した場合の職員数＞ 

現在の組織で見直しを行わず、区役所機能を維持した場合の職員数で、人口減

少に比例させた人数は下表のとおりとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）基準には含まれない機能の面積加算 

総務省算定基準には含まれない機能の面積加算の結果は、以下のとおりとなり

ます。 

 
＜総務省算定基準には含まれない機能の面積加算＞ 

機能（例示） 面積 

防災、福利厚生及び市民サービス機能の面積 750 ㎡ 

 ○防災関連機能 ・本部会議室（平常時は会議室） 
・仮眠等スペース 
・自家発電設備 等 

150 ㎡ 

○利便性向上機能 ・エントランス（待合所） 
・個別相談室 
・売店・ＡＴＭ配置 等 

350 ㎡ 

○市民活動機能 ・市民活動スペース（市民利用ホール） 
・食堂（喫茶店） 
・市政情報・特産物展示フロア 等 

250 ㎡ 

その他関係団体（組織）の集約面積 100 ㎡ 

  ・法務局サービスセンター 
・記者クラブ 
・職員組合 等 

100 ㎡ 

合計 850 ㎡ 

平成２２年度 平成２９年度 平成３７年度 平成５２年度

７０，８７８ 人 ６２，２３６ 人 ５４，８１４ 人 ４５，５５０ 人

（国勢調査人口） （住基人口） （推計人口） （推計人口）

１，１００ 人 １，０４２人 ９１７ 人 ８２４ 人

４３０ 人 ４８５ 人 ４２７ 人 ３５５ 人

１２，２６６㎡ １１，２８４ ㎡ １０，０６６ ㎡

１３，３５６㎡ １２，８９７ ㎡ １２，３３６ ㎡

※　職員数は、正職員、嘱託職員、臨時職員で、派遣及び任期付は除く人数である。

参考：国交省基準

　現組織で区役所機能を維持した場合の職員数での想定と庁舎面積

人口

職員数（病院除く）

本庁舎等勤務
職員数

総務省算定基準
既存７，７１８㎡
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（５）新庁舎の面積 

以上より、平成 37 年度末の職員数（427 人）での新庁舎の各機能の面積は、下

表のとおりとなります。 

 
＜新庁舎の面積＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒基本計画時点での必要面積を 

 12,000 ㎡ とします。 

 
この面積は、今後の社会情勢により想定を超えた人口減少に伴う組織の見直し

による機能の集約等も見据え、柔軟に対応できるよう計画していきます。また、

余剰面積が生じる場合は会議室、文書庫や市民利用の場等として、有効活用が図

れるよう検討していきます。 

 
＜参考＞換算職員数の算出結果 

 
  

算定面積（㎡） 算定基準等

（１）事務室 3,843.0 換算職員数（854人：職員数×換算率）×4.5㎡

（２）倉庫 499.6 事務室面積×13％

（３）会議室等 2,989.0 職員数×7.0㎡

（４）玄関等（共用部） 2,932.6 各室面積（事務室＋倉庫＋会議室等）×40％

（５）車庫等 250.0 本庁にて直接使用する公用車数（10台）×25㎡

（６）議会関係 770.0 議員定数（22人）×35㎡

小計 11,284.2

（７）防災関連機能 150.0 防災拠点として活用する面積

（８）利便性向上機能 350.0 売店・ＡＴＭなど利便性を求めた面積

（９）市民協働機能 250.0 市民活動として活用する面積

（10）その他 100.0 新庁舎へ配置する他団体等の面積

小計 850.0

12,134.2

付
加

機
能

区分

合計

総
務

省
算
定
基
準

区　　　分 職員数 換算率
換算

職員数

特別職・三役 3人 20.0 60人

部長・次長級 18人 9.0 162人

課長級 33人 5.0 165人

課長補佐・係長級 94人 2.0 188人

一般職員 279人 1.0 279人

小計（職員数） 427人 854人
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４ 駐車場の整備 

現在の来庁者用駐車場確保状況及び公用車用駐車場の状況から、新庁舎におけ

る駐車場の必要台数を見込みます。 

 

（１）駐車場の状況 

現在、駐車場として確保している台数は下表のとおりです。 

 
場  所 用 途 台 数 

1 本庁舎敷地（前庭） 来庁者 ３２台 
2 本庁舎敷地（中庭） 来庁者 ２２台 

公用車 ３台 
3 北庁舎敷地（東側） 来庁者 ２７台 
4 北庁舎敷地（西側） 公用車 ５２台・バス２台 
5 北庁舎北側敷地 公用車 １４台 

小  計 １５０台・バス２台 
6 旧文化センター跡駐車場 公用車 １５台・バス１台 

（内リース車両１１台） 
小  計 １５台・バス１台 
合  計 １６５台・バス３台 

（うち来庁者用：８１台） 
※その他として、ゆめはっと利用者駐車場として３２０台分あり 

 
＜現況図＞ 
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（２）駐車場の確保すべき必要台数 

現在の来庁者用駐車場は、混雑時に駐車場が不足している状況であり、近隣の

ゆめはっと駐車場へ駐車するなど来庁者へ不便をきたしていることから、十分な

駐車場の確保が出来るよう整備します。 
今後、人口減少を想定し現在の確保台数同様の駐車台数 180 台分（公用車含む）

の整備を計画します。なお、駐車場について十分な台数の確保が困難な場合につ

いては、立体駐車場等の整備を検討していきます。 
また、公用車の電気自動車は充電が必要であることから、車庫に充電施設の配

置も検討していきます。 

 
＜駐車場の必要台数の算出＞ 

１ 前提 

他自治体で参考としている計算方法を用いて算出します。 
１）来庁者の設定（既往調査「市・区・町・役所の窓口事務施設の調査」） 
 ①窓口への来庁者       人口 0.9％（既往調査より） 
 ②窓口以外への来庁者     人口 0.6％（既往調査より） 
 ③本庁舎への乗用車利用割合  想定 91.4％（市民アンケート結果より） 
 ④本庁舎への来庁割合     市内 70％（原町区の人口比率を参考※） 
３）平成３７年度将来総人口推計   54,814 人 
４）公用車必要台数           80 台 

※本市は各区役所があることから、原町区の市全体に占める人口比率（42,107(人)/60,694(人)×100=69.4(％):
平成 30 年 10 月 31 日現在）を参考にして、本庁舎へ来庁する市民の割合を市全体の 70％と想定 

 
２ 一日あたりの自動車利用の来庁者 

１）窓口部門 316 人（54,814 人×0.9％×91.4％×70％） 
２）窓口以外 211 人（54,814 人×0.6％×91.4％×70％） 
３）来庁者計 527 人 

 
３ 必要駐車場台数 

最大滞留人員の近似的算定法では、必要台数は利用総数と平均滞留時間から算

定を行うとされています。 
１）必要台数＝1 日当たり来庁者台数（台／日）×集中率（α） 

×平均滞留時間（分／60） 
 ①集中率        30％ 
 ②窓口部門平均滞留時間 20 分（想定） 
 ③窓口以外平均滞留時間 60 分（想定） 
２）窓口部門必要駐車台数 32 台（316 人×30％×20／60） 
３）窓口以外必要駐車台数 64 台（211 人×30％×60／60） 
４）公用車用必要駐車台数 80 台 
５）駐車場必要台数    176 台≒180 台  
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第５章 新庁舎の敷地利用方針 
 

１ 敷地利用方針 

（１）敷地利用の基本的な方針 

①敷地の基本的構成 
敷地内には、行政庁舎の建物を主として、来庁者のための駐車場を確保すると

ともに、来庁者や市民が利用できる緑地を設置します。 
敷地内は、この３つの構成要素を基本として、これらが機能的に連携し、安全

で潤いのある空間を創出します。 

 
＜敷地の基本的構成＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②敷地の配置方針 
敷地の基本的構成に基づく、敷地の配置方針は以下のとおりです。 

 
・新庁舎については、誰もがアクセスしやすく利用しやすいことを基本として、

バリアフリー化を図りながら、来庁者の動線に配慮して配置します。また、近

隣への日影の影響や道路との接続性を考慮して配置します。 
・駐車場（駐輪場を含む）については、自動車、自転車、歩行者による安全でス

ムーズな交通動線を確保するとともに、来庁者用と公用車の動線及びスペース

を分離して配置します。 
・緑地については、自動車動線に配慮して、安全・安心な空間を敷地内に適切に

配置します。また、敷地内は緑化を行い、うるおいや安らぎのある空間を創出

するとともに、環境負荷の低減を図ります。 

 
  

緑地 

駐車場 行政庁舎 
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第６章 新庁舎施設・機能計画 
 

１ 新庁舎施設・機能計画の考え方 

新庁舎施設・機能計画は、新庁舎の基本理念・基本方針に基づき設定した導入

機能・施設の基本的な考え方を踏まえて、以下のとおり整理を行い、大きく「市

民利用機能」、「行政機能」、「建築物機能」の３つによる構成を基本とします。 

 
・市民利用機能は、市民サービスの利便性の向上とともに、市民活動や市民と行

政との協働を促す環境づくりに向けて、市民への行政・まちづくりの情報受発

信や市民交流・協働の場等の機能を確保します。 
・行政機能は、充実した行政サービスの提供に向けて、機能的な行政運営が行え

るとともに、災害対策の強化やセキュリティの確保等を備えた機能を確保しま

す。 
・建築物機能については、環境に優しく、災害に対して安全で、誰もが安心して

利用できるとともに、建築物として長寿命化に配慮した機能を確保します。 

 
＜新庁舎施設・機能計画の各機能＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

セキュリティ

機能 
強固なセキュ

リティの設置 

情報受発信 

機能 

充実した情報

の受発信 

市民サービス

機能 

市民サービス

の利便性向上 

市民交流・協働

機能 
市民が憩える

場の確保 

議会機能 
開かれた 
議会運営 

行政執務機能 
機能的で効率

の良い執務 
災害対策機能 
災害時の拠点機

能の確保 

駐車場機能 

アクセスしや

すい、ゆとりあ

る駐車場 

新庁舎の基本理念・基本方針 
＜導入機能・施設の基本的な考え方＞ 

 
ユニバーサル

デザイン機能 

誰もが安心して

利用できる機能 

環境負荷低減

機能 
環境に優しい機

能の導入 

防災機能 
安全性の高い耐

震性能の確保 

長寿命化機能 
ライフサイクル

コストの低減 
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２ 新庁舎施設・機能の方針 

（１）市民利用機能の基本的な方針 

①市民サービス機能 
・市民の各種手続きに当たって利便性の高い市民サービスを提供するため、市民

サービス窓口機能として総合案内所を確保し、来庁者の動線を考慮して、分か

りやすい場所への設置を検討します。 
・プライバシーを考慮して、様々な相談に対応できるように個室型の個別相談室

等の設置を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・市民アンケート結果等を踏まえて、市民ニーズが高く利便性が高い機能・設備

として、売店やＡＴＭ、食堂、喫茶店等の導入を検討します。 
・乳幼児連れでも気軽に来庁できるように、授乳室や子どもの一時預かり場所（キ

ッズスペース）等の設置を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②情報受発信機能 
・来庁者に分かりやすく、見やすい位置におい

て、行政資料の閲覧や情報端末の操作等がで

きる市政情報スペース等の確保を検討します。 
・市民及び様々な機会で訪れる来庁者に広く本

市の魅力を発信するため、観光資源や特産物

等の情報発信を行う、展示スペース等の確保

を検討します。 

インフォメーションコーナー（須賀川市役所） 

総合案内所（福島市役所） 

キッズルーム（田村市役所） 食堂（福島市役所） 

個別相談室（相馬市役所） 
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③市民交流・協働機能 
・市民を気軽に迎え入れ、明るく開放的なエントランスロビーを確保するととも

に、ゆとりある待合スペース等の設置を検討します。 
・市民が多目的に利用できる市民活動スペース（市民利用ホール）等の配置を検

討して、市民の様々な活動や、交流・協働の場等となる空間の確保に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
④駐車場機能 
・自動車や公共交通によりアクセスしやすい施設整備に向けて、ゆとりある駐車

場や駐輪場の整備、安全で快適なバス停の設置や安全な歩行者動線の確保につ

いて検討します。 
・車いす使用者や妊婦、乳幼児連れの利用者の駐車スペースは、出入口に近接し

て配置し、玄関へのスムーズなアプローチとひさしの設置を検討します。 
・駐車場は緑化や環境に配慮した整備を行うとともに、自動車のアクセス性や渋

滞対策に対応した整備を検討します。 

 

（２）行政機能の基本的な方針 

①行政執務機能 
・行政組織及び新庁舎のフロア構成に応じて行

政執務スペースを適切に確保します。 
・執務スペースは、来庁者の分かりやすさに配

慮して通路から各課が一望できるとともに、

各課間のコミュニケーションが取りやすくな

るように、間仕切りのないオープンな構成を

検討します。 
・ＩＣＴ機能が有効活用できる執務スペースと

して、電気やネットワークの配線を床面に収

納できるフリーアクセスフロア10の採用を検討します。 

                                            
10 フリーアクセスフロア：OA フロアともいい、床の上にネットワーク配線等のための一定の高さの空間をとり、その上

に別の床を設け二重化したフロアのこと 

オープンフロア（福島市役所） 

みんなのスクエア（須賀川市役所） フリースペース（福島市役所） 
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・利用しやすい会議室とするため、様々な用途や人数に対応できるように、遮音

性のある可動間仕切りを用いるなど必要に応じて規模を変更できる仕様につい

て検討します。 
・日常的な打合せや来庁者応対等に対応するため、小会議室や打合せスペースの

各階への配置を検討します。 
・各階の必要性に応じて、作業室、書庫・倉庫、更衣室等の適切なスペースの確

保を検討します。 

 
②災害対策機能 
・災害時の電力確保に向けて自家発電設備を設けるとともに、雨水利用やろ過機

の常備等により給水機能の多重化を図るなど、ライフラインのバックアップ機

能の強化について検討します。 
・防災情報システムや情報通信設備等の機器・設備を設置して、災害対策本部機

能を備えた会議室を確保します。なお、施設の効率的活用の観点から、平時は

会議室等で利用できるように計画します。また、災害対応時の健康維持に配慮

した機能の整備について検討します。 

 
③セキュリティ機能 
・来庁者に開放するスペースを確保する一方で、

庁舎内をエリア区分してセキュリティを確保

し、個人情報等を保護します。 
・各エリアに応じた強固なセキュリティ対策と

して、防犯カメラの設置等について検討しま

す。 

 
 
④議会機能 
・市民に開かれた適切な規模の議場を設けます。また、議席や傍聴席等について

は、傍聴しやすい配置として、ユニバーサルデザインの考え方の下で、誰もが

気軽に訪れることができる施設として整備します。 
・長期的な視点により、適切な面積を確保し、委員会室等の必要な諸室・諸機能

を整備します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

防犯カメラ（福島市役所） 

議場（田村市役所） 議会図書室（相馬市役所） 
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（３）建築物機能の基本的な方針 

①防災機能 
・新庁舎は、災害時の拠点として行政及び災

害対策機能が維持できる安全性を確保する

ことが求められるため、国土交通省が定め

る「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」

に基づき、最高レベルの耐震安全性能（構

造体：Ⅰ類、建築非構造部材：Ａ類、建築

設備：甲類）を確保します。 
・台風等の暴風に対する安全性を確保するた

め、風圧力や振動に対する構造耐力を備え

ます。 
・火災対策として消防車等の緊急車両が庁舎の多方向からアクセスできるような

レイアウトについて検討します。 

 
＜耐震安全性の分類及び目標＞ 

項目 分類 目標 

構造体 Ⅰ類 
特に構造体の耐震性能

の向上を図るべき施設 

大地震動後、構造体の補修をすることなく、建築物を

使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて

十分な機能確保が図られる。（重要度係数：1.5） 
建築非構

造部材 
Ａ類 大地震後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円

滑な実施、または危険物の管理の上で、支障となる建

築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標

とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図ら

れている。 
建築設備 甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が

図られているとともに、大きな補修をすることなく、

必要な設備機能を相当期間継続できる。 
 

②ユニバーサルデザイン機能 
・誰もが安心して快適に利用できる施設として、エレベーター等を設置するとと

もに、段差がないことなどバリアフリー化されたフロアを検討します。 
・利用者や目的に応じた高さの窓口カウンターや、文字の大きさ・色彩に配慮し

た案内表示方法等を採用して、誰にも分かりやすく利用しやすい施設・設備を

検討します。 
・車いす利用者、乳幼児連れの方等でも快適に利用できるように多目的トイレの

設置を検討します。 

  

免震構造（福島市役所） 
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③長寿命化機能 
・建物本体の耐用年数を長くするため、高強度・高耐久性のコンクリートの活用

を検討します。 
・施設の維持管理や修繕・更新、点検、清掃が容易となるような建築部材や設備

機器等の採用を検討し、ライフサイクルコストの低減を図ります。 
・管理しやすく、更新容易な設備として、庁舎内の配線、配管ルートや設備関係

室についても、更新等に備えたスペースの確保を検討します。 

 
④環境負荷低減機能 
・国土交通省が定める「官庁施設の環境保全性基準」に基づくグリーン庁舎11を

目指し、自然エネルギーを積極的に活用するため、自然採光や通風、雨水利用、

太陽光発電等について検討します。 
・省エネ対策として、低消費で長寿命の省エネ機器や内外装材に断熱性の優れた

建具やガラス等の採用を検討します。 
・周辺環境と調和するとともに、機能性を優先した庁舎デザインの採用を検討し

ます。 

 
＜環境負荷低減に配慮した官庁施設（グリーン庁舎）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
11 グリーン庁舎：建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境負荷の低減に配慮し、

我が国の建築分野における環境保全対策の模範となる官庁施設 

資料：国土交通省 

屋内誘導路（福島市役所） エレベーター（相馬市役所） 

(有機溶剤排出削減) 
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第７章 事業計画 
 

１ 概算事業費 

概算事業費の算出に当たり、新庁舎の建設単価は、県内他自治体の事例を参考

にするとともに、今後の消費税増税及び人件費・物価上昇等を見込み、「560 千円

/㎡」を参考単価として設定します。 
上記の設定に基づくと概算事業費は下表のとおりとなり、約 76 億円前後と想定

します。今後建設場所が決定し、事業上必要となる項目が決定する中で、概算事

業費の精査を行います。 
また、基本設計等における事業費の積算に当たっては、効率的・効果的なコス

トの縮減を図るものとします。 

 
＜概算事業費の内訳＞ 

項目 金額 

本体建設費用（設計含む） 約 67 億円 

解体費用（本庁舎・西庁舎・東庁舎） 約 5億円 

駐車場整備費用（立体駐車場整備の場合） 約 4億円 

合計 約 76 億円 

 

２ 建設費の財源 

新庁舎建設には膨大な費用が必要となることから、できるだけ市の財政に配慮

した財源確保に努めていきます。 
主な財源としては、平成 28 年度に創設した「庁舎建設基金」で、毎年度一定額

の積み立てを行っていきます。さらに、合併特例債12を最も有効な財源として活

用します。 

 
＜財源の構成＞ 

項目 金額 

庁舎建設基金 約 20 億円 

合併特例債 

（うち約 39 億円を国が負担［交付税措置］） 
約 56 億円 

合計 約 76 億円 

 

                                            
12 合併特例債：合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業に要する経費について、その財源として借り入れるこ

とができる地方債のこと 
充当できるのは対象事業費のおおむね 95%、更にその元利償還金の 70%が普通交付税で措置される 
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３ 事業手法 

事業手法については、設計及び施工段階において透明性・客観性を確保し、高

い品質を求めることが可能な方法であるとともに、事業費の縮減や事業スケジュ

ールの短縮等を図ることが可能な方法について検討します。 
なお、地域振興に寄与し地域の活性化につながるよう、設計及び施工への地元

企業の参画について配慮します。 

 
＜事業手法の事例＞ 

事業手法 ①設計・施工分離発注方式 

（従来方式） 

②設計・施工一括発注方式 

（DB13方式） 

④民間資金等活用方式 

（PFI14方式） 

概要 基本設計・実施設計を設計

会社、工事を施工会社にそ

れぞれ発注する方式。公共

事業では最も一般的な方

式。 

設計及び施工を一括して

発注する方式。主に基本設

計を設計会社に発注した

後、実施設計と工事を一括

して、施工会社に発注す

る。 

設計・施工・維持管理の全

ての業務について、民間事

業者が設立する特別目的

会社（ＳＰＣ15）に一括し

て発注する方式。 

業
務
発
注
先 

基本設計    

実施設計    

工事    

維持管理    

資金調達 公共 公共 民間 

 

４ 事業スケジュール 

事業スケジュールは建設場所の特性に応じて、本体工事・解体工事・外構関連

工事等について標準的なスケジュールを基本として検討します。 
また、基本設計等を進める中で、事業手法の創意工夫等により事業スケジュー

ルの短縮について検討します。 
なお、東京オリンピック等の建設需要増加により物価上昇が見込まれているこ

とから、事業推進に当たっては発注時期を見極めながら、最も有利な合併特例債

が活用可能な時期までに達成できるように検討します。 

 
  

                                            
13 DB：Design-Build の略 設計と施工を一括発注・実施すること 

14 PFI：Private Finance Initiative の略 民間の資金及び経営能力・技術力（ノウハウ）を活用して公共施設等の社会

資本を整備し、公共サービスを提供する手法 

15 SPC：Special Purpose Company の略 特定の事業を行うことのみを目的として設立する会社 

設計会社 
設計会社 

施工会社 

市（委託） 

施工会社 

（建設共同企業体等） 

設計会社・施工会社・ 

維持管理会社からなる 

特別目的会社（ＳＰＣ） 

市（委託） 
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５ 既存施設の利活用 

新庁舎建設により機能が移転され利用されなくなる施設については、既存建物

の状況等を考慮しながら市全体の公共施設等の見直し、配置の最適化、効率化を

図るための公共施設等総合管理計画に基づき、売払い、貸付、他の公共施設とし

ての再利用など様々な手法について検討します。 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎の「建設予定地」に関する検討資料 

（ 第９回市民検討委員会 検討資料 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年１月９日 
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１．総合評価 

 

（１）総合評価の考え方 

新庁舎の「建設予定地」に関する検討については、新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づく

評価指標により、候補地区（民有地を含む）７地区から３地区に選定しました。 

次の段階として、「経済性」、「実現性」、「敷地利用性」、「まちづくり方針への適合性」に基づ

く事業性評価を行います。なお、現庁舎敷地及び市民文化会館駐車場については周辺の民地を含

むケースも考えられることから、事業性を高める観点から併せて検討を行い、新庁舎建設場所に

ついて決定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜STEP1＞ 新庁舎建設場所の基本的な考え方に基づく評価 

基本的な考え方 評価指標 

①本市の中心的な位置であること ■人口重心との近接性 

②交通利便性の高い位置であること ■国県道の幹線道路との近接性 

■公共交通との近接性 

③コンパクトシティの形成に資すること ■公共公益機能との近接性 

■歩行者・自転車のアクセス性 

④防災上の安全な位置であること ■水害に対する安全性 

■土砂災害に対する安全性 

 

新庁舎建設場所の候補地区（民有地を含む）：７地区 

新庁舎建設場所の候補地区：３地区 

【現庁舎敷地・市民文化会館駐車場敷地・高見町敷地（道の駅北側）】 

＜STEP2＞ 事業性評価 

評価の視点 評価項目 

①経済性 ■概算事業費 

■付随する工事 

■引越作業回数 

②実現性 ■行政機能の維持 

■法令制限（用途地域との整合性） 

■不確定要素（代替地の確保等） 

③敷地利用性 ■建物配置の容易性 

■駐車場の確保 

■日影の影響 

④まちづくり方針

への適合性 

■上位・関連計画との整合性 

■自動車交通状況 

 

※事業性を高める観

点から、現庁舎敷

地及び市民文化会

館駐車場について

は、周辺の民有地

を含めたケースも

想定して検討 
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（２）事業性評価について 

事業性評価は以下の視点により評価項目を設定して、次頁のとおり評価を行います。 

 

①経済性 

事業の経済性として、市の支出を極力抑えることが求められます。そのため、新庁舎の建設に

当たって必要となる財政負担による評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・建設に係る概算事業費 

・建設に関し付随する工事 

・新庁舎建設に必要となる引越作業回数 
 
②実現性 

合併特例債を活用することから計画期間内に着実に整備を行えることが重要であり、建設地の

条件として法令上の制限と整合し、不確定要素も想定し速やかに工事に着手できるか評価を行い

ます。 

＜評価項目例＞ 

・市民サービスに支障の出ない行政機能の維持（仮設庁舎） 

・建設上の法令制限（用途地域との整合性） 

・新庁舎建設に関する不確定要素（代替地の確保等） 
 
③敷地利用性 

市民が利用しやすく、効率的な庁舎整備ができる場所が望ましいことから、建物配置や駐車場確

保等の敷地利用性について評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・利用しやすく効率的な建物配置の容易性 

・必要台数を満たす駐車場の確保 

・近隣民家等への日影の影響 
 
④まちづくり方針への適合性 

新庁舎整備がまちづくりに適合するため、上位・関連計画と整合するとともに、周辺の交通環

境に支障が出ないことが求められることから、その条件について評価を行います。 

＜評価項目例＞ 

・上位・関連計画との整合性 

・自動車交通状況（混雑度） 
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（３）新庁舎候補地区の事業性評価結果 
※ 評価項目に対する評価は◎が「特に評価できる」、○が「評価できる」、△が「評価できるとは認められない」 

評価項目 

判断基準 

１．現庁舎敷地 ２．市民文化会館駐車場 ３．高見町敷地(道の駅北側) 

基本情報 

現況土地利用 ・庁舎 ・駐車場 ・仮設住宅 

敷地面積 ・約 6,600 ㎡ ・約 10,400 ㎡ ・約 14,700 ㎡ 

用途地域 

（容積率・建

ぺい率） 

・準工業地域（200%・60%） ・準工業地域［道路沿い］（200%・60%） 

・第一種中高層住居専用地域［奥側駐車場等］ 

（200%・60%）建物制限有 

・準工業地域（200%・60%） 

①経済性 

概算事業費 

（①本体工事

67.2億円、②解

体工事5億円） 

◎：75 億円未満 

○：75 億円以上 80 億円未満 

△：80 億円以上 

・約 83.4 億円（①②ほか仮設庁舎建設 9 億円、

外構関連 1 億円、立体駐車場 1.2 億円） 

・その他（仮設引越し経費） 
△ 

・約 73.9 億円（①②ほか外構関連 1.7 億円） 

・その他（臨時駐車場確保経費） 
◎ 

・約 79.0 億円（①②ほか外構関連 2.3 億円、

立体駐車場 4.5 億円） 

・その他（交通安全対策経費） 
○ 

付随する工事 ◎：工事なし 

○：造成関連工事のみ 

△：付随する工事あり 

・造成関連工事として、埋設管等の撤去工事が必

要 ○ 
・造成関連工事に加えて、法定外道路を廃止する

ため、付替道路の整備が必要 △ 
・アクセス道路となる原町第二中学校の南側及び

東側が歩道未設置の狭あい道路となっており、

安全対策の整備が必要 
△ 

引越作業回数 ◎：全庁舎が１回 

○：本庁一部が１回 

△：本庁が２回 

・本庁が２回 

△ 
・全庁舎が１回 

◎ 
・全庁舎が１回 

◎ 

②実現性 

行政機能の維

持 

◎：現庁舎にて業務維持 

○：他公共施設で業務維持 

△：仮設庁舎にて業務維持 

・現庁舎を取壊し後の整備であり、仮設庁舎建設

が必要 △ 
・建設中も現庁舎にて業務維持 

◎ 
・建設中も現庁舎にて業務維持 

◎ 

法令制限 

（用途地域と

の整合性） 

◎：建設可能 

○：条件付きで建設可能 

△：現状では建設不可 

・準工業地域であり建設可能 

◎ 
・準工業地域であり建設可能（東側のみ） 

○ 
・準工業地域であり建設可能 

◎ 

不確定要素 

（代替地の確

保等） 

◎：特になし 

○：－ 

△：課題あり 

・仮設庁舎の建設場所の確保 

△ 
・市民文化会館の来場者用駐車場の代替地確保 

△ 
・特になし 

◎ 

③敷地利

用性 

建物配置の容

易性 

◎：敷地条件の制限なし 

○：敷地条件から一部制限あり 

△：敷地条件から制限あり 

・敷地面積や形状から制限あり 

△ 
・用途地域の敷地形状から一部制限あり 

○ 
・敷地面積が広いため自由度が高い 

◎ 

駐車場の確保 ◎：全て平面駐車場で確保可能 

○：一部立体駐車場で確保可能 

△：敷地内に確保不可 

・必要台数の確保のため、立体駐車場の整備 

（平場：約 30 台・立体：約 80 台・計：約 110 台） 

※職員公用車用・ゆめはっと用：現状維持 
○ 

・当該敷地及び現庁舎敷地の活用により、必要台

数の確保が可能（平場：約 210 台） 

※職員用：現状維持・ゆめはっと用：現庁舎敷

地で約 220 台 

◎ 

・必要台数の確保のため、立体駐車場の整備［職

員用駐車場分を含む］（平場：約 200 台・立体

（職員用）：約 340 台・計：540 台） 
○ 

日影の影響 ◎：周辺に民家等がない 

○：建設位置により影響なし 

△：日影の影響の回避が不可 

・建設位置により、周辺への日影の影響なし 

○ 
・建設位置により、周辺への日影の影響なし 

○ 
・建設位置により、周辺への日影の影響なし 

○ 

④まちづ

くり方

針への

適合性 

上位・関連計

画との整合性 

◎：中心市街地活性化に寄与 

○：上位・関連計画と整合 

△：上位・関連計画と不整合 

・都市機能の集積として、国土利用計画及び都

市計画マスタープランと整合 

・中心市街地活性化に向けたまちづくりに寄与 
◎ 

・都市機能の集積として、国土利用計画及び都

市計画マスタープランと整合 

・中心市街地活性化に向けたまちづくりに寄与 
◎ 

・都市機能の集積として、国土利用計画及び都

市計画マスタープランと整合 〇 

自動車交通 
※H27 年度道路

交通量セン

サスの混雑

度より評価 

◎：道路が混雑することなく、

円滑に走行 

○：何時間も混雑が連続する可

能性は小さい 

△：混雑する時間帯が加速度的

に増加する可能性が高い 

・隣接する県道（原町川俣線）の混雑度は 1.18 

・混雑度が 1.25 未満の場合は、道路が混雑する

可能性のある時間帯が 1～2 時間あるものの、

何時間も混雑が連続する可能性は小さく、新庁

舎建設後も基本的に条件が変化しないため現状

と変わらず 

○ 

・近接する県道（原町川俣線）の混雑度は 1.18 

・混雑度が 1.25 未満の場合は、道路が混雑する

可能性のある時間帯が 1～2 時間あるものの、

何時間も混雑が連続する可能性は小さく、新庁

舎建設後も基本的に条件が変化しないため現状

と変わらず 

○ 

・隣接する国道６号の混雑度は、県道以北が 1.58、

県道以南が 1.12 

・混雑度が 1.25 以上の場合は混雑する時間帯が

加速度的に増加する可能性が高く、新庁舎建設

により、交差点を中心として更なる渋滞の発生

が予想 

△ 

総括 

合計数 
◎ ○ △ ◎ ○ △ ◎ ○ △ 

         

評価結果 
・現庁舎敷地のみでは仮設庁舎建設が必要であり、そ

れにより概算事業費が高くなることや、敷地面積や形

状から制限等があり、評価は最も低くなっています。 

・市民文化会館駐車場は、概算事業費が最も低く、評

価が高くなっていますが、事業期間中、駐車場の代替

地の確保等が必要となります。 

・高見町敷地は、実現性等の評価が高くなっていますが、

交通混雑の発生が予想され、学校が近く通学路があり

その安全対策とした道路整備等が必要となります。 
 



 

新庁舎候補地区の事業性評価結果（民地買収を想定した場合） 

※ 評価項目に対する評価は◎が「特に評価できる」、○が「評価できる」、△が「評価できるとは認められない」   
評価項目 

判断基準 

１-１．現庁舎敷地周辺（民地を含む） ２-１．市民文化会館駐車場周辺（民地を含む） 

基本情報 

現況土地利用 ・庁舎 ・駐車場 

敷地面積 ・約 12,400 ㎡（民地を含む） ・約 14,100 ㎡（民地を含む） 

用途地域 

（容積率・建

ぺい率） 

・準工業地域（200%・60%） 

・第一種住居地域［北庁舎等］（200%・60%）建物制限有 

・準工業地域［道路沿い］（200%・60%） 

・第一種中高層住居専用地域［奥側駐車場等］（200%・60%）建物制限有 

①経済性 

概算事業費 

（①本体工事

67.2億円、②解

体工事5億円） 

◎：75 億円未満 

○：75 億円以上 80 億円未満 

△：80 億円以上 

・約 78.1 億円（①②ほか外構関連 1.9 億円・用地取得費４億円） 

・その他（一部引越し経費） 
○ 

・約 77.6 億円（①②ほか外構関連 2.2 億円・用地取得費 3.2 億円） 

・その他（臨時駐車場確保経費） 
○ 

付随する工事 ◎：工事なし 

○：造成関連工事のみ 

△：付随する工事あり 

・造成関連工事として、埋設管等の撤去工事が必要 

○ 
・造成関連工事に加えて、用地買収の状況により、法定外道路の付替道路の

整備が生じる △ 

引越作業回数 ◎：全庁舎が１回 

○：本庁一部が１回 

△：本庁が２回 

・本庁が１回（東庁舎分は２回） 

○ 
・全庁舎が１回 

◎ 

②実現性 

行政機能の維

持 

◎：現庁舎にて業務維持 

○：他公共施設で業務維持 

△：仮設庁舎にて業務維持 

・事業期間中も現庁舎にて行政機能を維持 

◎ 
・事業期間中も現庁舎にて行政機能を維持 

◎ 

法令制限 

（用途地域と

の整合性） 

◎：建設可能 

○：条件付きで建設可能 

△：現状では建設不可 

・準工業地域と第一種住居地域にまたがるが、建物用途は、占める面積

の大きい方の用途地域の制限を受けるため、準工業地域として建設可

能 
◎ 

・第一種中高層住居専用地域の占める割合が大きいため、現状では建設不

可 

・用途地域の見直しが必要 
△ 

不確定要素 

（代替地の確

保等） 

◎：特になし 

○：－ 

△：課題あり 

・民地取得に時間を要す 

△ 
・市民文化会館の来場者用駐車場の代替地確保が必要 

・民地取得に時間を要す △ 

③敷地利

用性 

建物配置の容

易性 

◎：敷地条件の制限なし 

○：敷地条件から一部制限あり 

△：敷地条件から制限あり 

・敷地面積が広いため自由度が高い 

◎ 
・用途地域の敷地形状から一部制限あり 

○ 

駐車場の確保 ◎：全て平面駐車場で確保可能 

○：一部立体駐車場で確保可能 

△：敷地内に確保不可 

・当該敷地で必要台数の確保が可能（平場：約 160 台） 

※職員公用車用・ゆめはっと用：現状維持 ◎ 
・当該敷地及び現庁舎敷地の活用により、必要台数の確保が可能（平場：

約 310 台） 

※職員用：現状維持・ゆめはっと用：現庁舎敷地で約 220 台 
◎ 

日影の影響 ◎：周辺に民家等がない 

○：建設位置により影響なし 

△：日影の影響の回避が不可 

・建設位置により、周辺への日影の影響なし 

○ 
・建設位置により、周辺への日影の影響なし 

○ 

④まちづ

くり方

針への

適合性 

上位・関連計

画との整合性 

◎：中心市街地活性化に寄与 

○：上位・関連計画と整合 

△：上位・関連計画と不整合 

・都市機能の集積として、国土利用計画及び都市計画マスタープランと

整合 

・中心市街地活性化に向けたまちづくりに寄与 
◎ 

・都市機能の集積として、国土利用計画及び都市計画マスタープランと整

合 

・中心市街地活性化に向けたまちづくりに寄与 
◎ 

自動車交通 
※H27 年度道路

交通量セン

サスの混雑

度より評価 

◎：道路が混雑することなく、円

滑に走行 

○：何時間も混雑が連続する可能

性は小さい 

△：混雑する時間帯が加速度的に

増加する可能性が高い 

・隣接する県道（原町川俣線）の混雑度は 1.18 

・混雑度が 1.25 未満の場合は、道路が混雑する可能性のある時間帯が 1～

2 時間あるものの、何時間も混雑が連続する可能性は小さく、新庁舎建設

後も基本的に条件が変化しないため現状と変わらず 
○ 

・近接する県道（原町川俣線）の混雑度は 1.18 

・混雑度が 1.25 未満の場合は、道路が混雑する可能性のある時間帯が 1～2

時間あるものの、何時間も混雑が連続する可能性は小さく、新庁舎建設後も

基本的に条件が変化しないため現状と変わらず 
○ 

総括 

合計数 
◎ ○ △ ◎ ○ △ 

      

評価結果 

・用地取得により、仮設庁舎が不要となり事業費が抑えられ、また広大な敷地

となり駐車場の確保が容易であることや、建物配置に関して自由な設計が可

能となります。 

・用地取得により、広大な敷地となり駐車場の確保が容易ですが、事業期間中、

駐車場の代替地の確保等が必要となります。 

 

別 紙 


